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◇令和３年度第２学期スタート 

令和３年度第２学期が始まりました。本来であれば、学期の切り替わりの

節目として始業式を行うべきところですが、コロナ禍で対面での集会を控え

ていることと、授業時数の確保が必要であることを踏まえ、始業式に代えて、

給食時に校長講話と代表生徒による今学期の抱負等の発表を行いました。 

ところで、新型コロナウイルスについては、全国的に新規感染者が激減し、

昨日(10/14)までとした「警戒度レベル県版ステージ 3（県版まん延防止等

重点措置）」は、本日(10/15)から「警戒度レベル県版ステージ 2」に引き下

げられました。しかし、今後予想される第６波に備え、学校における感染症対

策の徹底は継続しなければなりません。保護者の皆様にもご理解とご協力を

お願いいたします。 

◇「生徒一人一人にとって明日が待たれる学校」を目指して 

第２学期始業日(10/11)のお昼の放送で行った校長講話では、目指す学校

像である「生徒一人一人にとって明日が待たれる学校」について話しました。 

本校は昨年度までの３年間、佐野市教育委員会から人権教育研究指定校の

指定を受け、「生徒一人一人にとって明日が待たれる学校の創造」を研究主題

（研究のテーマ）として研究実践を行い、ちょうど１年前の昨年 10 月に研

究発表会を開催しました。 

「生徒一人一人にとって明日が待たれる学校」は目指す学校像として今年

度も引き継いでおりますが、１年が経過した節目に際し、「生徒一人一人にと

って明日が待たれる学校」とは何か、そしてその実現のためにはどのような

取り組みが必要か、改めて考え、先生方と共に、生徒の皆さんの力で実現を目

指すことを伝えました。 

校長講話に続いて〇年〇組 〇〇 〇〇さんから、生徒会本部役員としての

１学期の反省と２学期の抱負の発表がありました。 

〇〇さんからは、１学期を振り返り、コロナ禍のため、いろいろな制限があ

る中、様々な活動に関わり、多くのことを学ぶことができましたことや、入学

式や運動会、生徒総会やいじめ０サミットなどに、生徒が中心となって活動

することができたことが１学期の成果として発表されました。 

また、生徒会では 11 月初旬にクラスマッチを企画していますが、「みんな

が笑顔で、楽しくできるクラスマッチにする」ということを一番に考え、意見

を出し、話し合いを進めているとのことで、こうした活動を通して、自分たち

の手で創り上げていくことの大切さが実感でき、これからの学校生活の中で



も、生徒会本部役員や一部の生徒だけでなく、クラスのみんなが意見を出し

やすい雰囲気を作り、学級をよりよくするために生活していきたいとの抱負

が発表されました。 

そして最後に、２学期も一人一人が田沼東中学校を代表する生徒として責

任をもった行動をして、みんなが誇れるような、よりよい田沼東中学校にし

ていくことが呼びかけられました。 

◇学校行事前の新型コロナウイルス感染症抗原検査の実施について 

第３学年保護者様宛に本日(10/15)付けで修学旅行前の新型コロナウイル

ス感染症高感度抗原検査の実施についてお知らせいたしました。 

これは、佐野市の「学校行事前感染症対策事業」として実施されるもので、

新型コロナウイルス感染症感染拡大の不安を払拭して学校行事に参加するこ

とができるように、宿泊学習等の学校行事前に、参加する児童、生徒及び引率

教員等を対象に、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを抗原検査※1

で確認するものです。今後、第２学年スキー宿泊学習でも実施する予定です。 

※１ 抗原検査とは 

新型コロナウイルスへの感染確認には「PCR 検査」が用いられることが知

られていますが、他に「抗原検査」という方法もあります。 

「抗原検査」は「PCR 検査」に比べ短時間で結果が判定できる利点がある

一方で、一般的に「PCR 検査」より感度が低いといわれています。 

しかし、今回実施する検査は「高感度抗原定量検査」というウイルスの量を

高感度で測定できる検査です。ドラッグストア等で購入可能な簡易抗原キッ

ト※2とは異なるものです。 

さらに、今回の検査では、測定値が一定の規準を超えた場合（感染が疑われ

る場合）は再度「PCR 検査」を実施し、疑陽性や疑陰性の判定が出ることを

防いでいます。 

※２ 簡易抗原キットは保健室に配置されています。 

先月、文部科学省から、簡易抗原キットが届き、保健室で保管しておりま

す。これは、生徒及び教職員が登校・出勤後、急に高熱等の新型コロナウイル

スへの感染が疑われる症状があり、さらに速やかに医療機関を受診すること

が困難な場合の緊急措置として、簡易検査を実施するためのものです。 

幸い、まだ実際に使用したケースはあり

ませんが、万が一の備えは大切と考えてお

ります。 


